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第98回 
日本産業衛生学会開催

　「第98回日本産業衛生学会」が2025年５月14日（水）から17日（土）まで

の４日間、宮城県仙台市で開催され、4,000人を超える参加者を集めた。

　今大会のメインテーマは「持続可能でよりよい世界を目指す産業保

健」。大会ポスターには、津波の被害を乗り越え、美しさを取り戻した砂浜

の風景が描かれており、その姿には開催地である東北地方に甚大な被害を

もたらした東日本大震災からの復興への強い思いが込められている。

　開催地は「杜の都」として知られ、木々が一斉に若葉から深緑へと向か

うもっとも爽やかな季節。会場は仙台国際センター展示場、東北大学川内萩ホー

ル、仙臺緑彩館、仙台市博物館と分散しているものの、いずれもかつての仙台城

（別名「青葉城」）の敷地内に位置しており、来場者は豊かな自然と伊達政宗が育

んだ歴史と文化の趣を感じながら、それぞれの会場間を移動、散策していた。

　大会２日目の15日に開催されたメインシンポジウム１では「最先端のテクノロジーが拡

げる産業保健の可能性と課題」として、バーチャルリアリティ技術やウェアラブルデバイ

スを用いない生体モニタリング技術、そしてAIロボット技術などがこれからの産業保健活動や働き方改革、労働者の健康増進

にどのような価値を創り出していくのかについて、東北大学電気通信研究所の北村喜文氏、東北大学サイバーサイエンスセン

ターの杉田典大氏、東北大学大学院工学研究科の平田泰久氏の３人の

演者からそれぞれの研究活動と今後の展望について講演があった。講演

では、近年、人工知能やウェアラブルデバイスなど先進的なテクノロジーが

急速に社会に浸透しており、働く人々の労働環境や健康に多様な影響を

及ぼすことが予想されている一方、産業保健分野では、労働人口の減少

や高年齢労働者の増加、在宅勤務や副業制度の導入といった就労形態

の変化に対応すべく、新たなアプローチが求められているとして、その最

先端の取組みが紹介された。その後の質疑応答でもこれらのテクノロジー

を産業保健の現場でいかに活用すべきか、さらに進展する技術がもたらす職場環境

の変化に対し、産業保健専門職としてどのような備えが必要かについて活発な議論

がなされた。

　この他、多彩なシンポジウムや教育講演などの企画については、現地開催終了

後の６月17日（火）から７月７日（月）までの間、オンデマンド配信が用意され、コ

ロナ禍以後、リモート参加がすっかり定着したようだ。その一方で、対面での現地

参加のよさも再認識されているようで、事前予約によるランチョンセミナーやモー

ニングセミナーなどにはよい席を求めて並ぶ

参加者の列もでき、演題によっては立ち見や

会場に入れない人が入口の外から熱心に講

演を聴く姿も見られた。

　こうして「第98回日本産業衛生学会」は多く

の参加者を集め盛会のうちに幕を閉じた。平田氏、杉田氏、北村氏の3人の演者

会場風景

座長の櫻木氏、色川氏

シンポジウムの風景
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　令和６年版過労死等防止対策白書によると、自殺者が増加傾向にあるなか、労働者の自殺者は2023年度にお
いても対前年比で増加し課題となっている。一方、長時間労働等が起因となる脳・心臓疾患による労災認定が近年
横ばいなのに対し、精神障害による労災認定がより増加傾向にあることから、近年、メンタルヘルス不調が、労働
者の仕事に与える影響が大きいことが見て取れる。そこで本特集では、昨年見直された過労死等の防止のための対
策に関する大綱のポイント、過労死等防止のため企業として主体的に取り組むべき長時間労働対策、メンタルヘル
ス対策、ハラスメント対策を紹介する。

過労死等防止を考える
特集

過労死等の防止のための対策に関する
大綱の見直しについて

　令和６年８月に「過労死等の防止のための対策に関する

大綱」（以下「大綱」という）が閣議決定された。これは、過

労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）に基づき

策定されるものであり、今回で３回目の見直しとなる。以下

では見直し後の新たな大綱の内容について、今後の取組を

中心に紹介する（大綱の本文は下記をご覧いただきたい）。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04739.html

　平成26年６月に過労死等防止対策推進法が制定され、

同法に基づき、①過労死等に関する調査研究等、②過労死

等の防止の重要性についての啓発、③過労死等防止のため

の相談体制の整備・充実、④民間団体による過労死等防止

に関する活動への支援を行うとともに、大綱に基づき、さま

ざまな対策を推進してきた。平成30年６月には働き方改革

を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立し、

時間外労働の上限規制の導入、勤務間インターバル制度の

努力義務化等の法整備が行われ、順次施行されている。こ

うした取組の結果、週労働時間60時間以上の雇用者の割合

の減少、年次有給休暇の取得率の増加など一定の成果がみ

られるが、令和６年４月からは、５年間適用が猶予されてき

た建設業、自動車運転業務、医師等についても時間外労働

の上限規制が適用されたこと等も踏まえ、引き続き上限規制

等の遵守徹底を図る必要がある。

　そうした取組が進められているなかでも、働き過ぎによっ

て尊い生命が失われたり、特に、若年層の心身の健康が損

なわれたりするなど痛ましい事態が今なお多く発生してい

る状況が認められる。

　過労死等の労災支給決定（認定）件数は、脳・心臓疾患

については、近年は200件前後で推移しており、令和５年度

は216件となっている。精神障害については、増加傾向が続

き、令和５年度は883件と過去最多となっており、長時間労

働対策に加え、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策

の重要性が一層増しているといえる。

　また、働き方の多様化が進むなか、フリーランス等の就労

環境や健康確保に与える影響等にも目を向ける必要がある。

① 労働行政機関等における対策

ア. 時間外労働の上限規制の遵守徹底等

　令和６年４月から建設業、自動車運転業務、医師等にも

時間外労働の上限規制が適用されたことから、その遵守徹

底を図るとともに、長時間労働の背景に、短い工期の設定

や荷積み・荷下ろしのための長時間の待機等の課題がみら

れるため、施主や荷主等へ理解と協力を呼びかけるなど、

商慣行・勤務環境等を踏まえた取組を推進する。

特 集

1
厚生労働省 労働基準局 総務課 過労死等防止対策推進室

 1 はじめに

 2 現状と課題

 3 見直しのポイント

2　産業保健 21 2025.7　第121号



● 特集　過労死等防止を考える

イ. メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策

　精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場に対し

て、メンタルヘルス対策を主眼とする指導を行う。また、職場

におけるハラスメントについて、すべての事業主にハラスメント

防止のための雇用管理上の措置が義務付けられており、ハラ

スメントがあってはならないという方針の明確化及びその周

知、相談体制の整備等の措置が講じられるよう指導等を実

施する。加えて、カスタマーハラスメントについては、企業の対

策事例等の周知のほか、業種別対策の取組支援を行う。

ウ. 過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策

　過労死等を発生させた事業場に対しては、労働基準監

督署による監督指導や個別指導とともに、企業本社にお

ける全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施す

る。また、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業

に対しては、改善計画を策定して企業全体に過労死等防

止に向けた取組を定着させるための助言・指導（過労死等

防止計画指導）を実施する。

② 調査研究等

ア. 過労死等事案の分析等

　過労死等防止調査研究センター等において、労災支給

決定（認定）事案等を継続的に収集・集約し、その分析を

行う。分析に当たっては、過労死等が多く発生している又

は長時間労働等の実態があるとの指摘がある自動車運転

従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディ

ア業界、芸術・芸能分野（以下「重点業種等」という）を中

心に、労働時間の把握及び健康確保措置の状況、労働時

間以外の業務の過重性、ハラスメント防止措置の状況等

について、収集・分析を行う。

　また、過労死等の背景要因の分析等を行うため、過労

死等と関連する統計の情報収集等を行う。調査の実施に

当たっては、重点業種等に加え、フリーランス、高年齢労働

者、自己申告により労働時間を把握する労働者等にも焦点

を当てるほか、令和６年４月から上限規制が適用された業

職種に関して、労働時間制度の運用状況、労働の実態、商

慣行の変化も把握可能なものとする。

イ. 予防研究・支援ツールの開発

　過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、健康影響との

関連性を明らかにするため、長期的な追跡調査を進めると

ともに、職場環境改善対策の過労死等防止効果の把握、

深夜勤務、交替制勤務等の健康影響について調査の実

施・分析や、脳・心臓疾患に関わる指標を安全かつ簡便に

検査する手法の研究を進める。

　過労死等事案の分析から得られる成果及び国内外の

最新知見に基づき、過労死等防止対策の定着を支援する

チェックリスト等のツールの開発と効果検証等を行う。

ウ. 結果の発信

　調査研究の成果等については、過労死等防止対策白書、

専用ポータルサイト「健康な働き方に向けて」等に掲載・公

表するなど広く情報提供していく。

③ 啓発

ア. 国民に向けた周知・啓発の実施

　年間を通じて、インターネット、リーフレット、ポスター等、

多様な媒体を活用し、国民一人ひとりが自身にも関わること

として過労死等及びその防止に対する関心と理解を深める

よう、広く周知・啓発を行う。

　特に、11月の過労死等防止啓発月間を中心として、過労死

等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、すべての

都道府県で少なくとも毎年１回過労死等防止対策推進シンポ

ジウムを開催すること等により、集中的な周知・啓発を行う。

イ. 大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施

　生徒・学生等に対して、労働問題に関する有識者及び過

労死された方の遺族等を講師として学校に派遣する啓発授

業や、労働関係法令等の講義・講話等を行う。また、大学

生、高校生等の若年者を主な対象とする労働条件に関する

セミナーにおいて、過重労働による健康障害防止を含めた

労働関係法令について説明を行う。

ウ. 勤務間インターバル制度の導入促進

　勤務間インターバル制度を導入・運用する際のポイント等

を取りまとめたマニュアルの作成及び周知、シンポジウムの

開催等を通じ、同制度の導入の機運を醸成する。特に、時

間外労働が長い企業に対し、長時間労働の是正、年次有

給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣

旨を説明し導入を促すほか、産業医等に対して勤務間イン

ターバル制度の内容・効果の周知を図る。

エ. メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施

　職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、労働者

自身のストレスへの気付きを促すとともに、労働者のストレ

スの程度を把握し、集団ごとの分析結果を職場環境の改善

につなげる「ストレスチェック制度」の適切な実施を徹底す

る。加えて、中小企業におけるメンタルヘルス対策の推進の

ため、事業主団体等を通じて、メンタルヘルス対策等の産業

保健活動に要する費用を助成する助成金の活用を促進す
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る。また、産業医等のいない小規模事業場に対して地域産

業保健センターの利用を促進するとともに、産業保健総合

支援センター等において、職場におけるメンタルヘルス対策

を担う産業保健スタッフ等に対する研修を実施する。

オ. 職場におけるハラスメントの防止・解決のための

　 周知・啓発の実施

　過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメン

トの防止・解決に向けた取組を進めるため、ポータルサイ

ト「あかるい職場応援団」で動画等のコンテンツを掲載す

るほか、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を活用した

周知・啓発を行うほか、12月を「職場のハラスメント撲滅月

間」と定め、集中的な周知・啓発を行う。

　さらに、カスタマーハラスメントへの対策を推進するた

め、令和４年２月に公表した「カスタマーハラスメント対策

企業マニュアル」について広く周知を行うなど具体的な取

組の支援を行う。

カ. フリーランス等が安心して働ける環境の整備

　フリーランスが安心して働ける環境の整備のため、令和６

年11月から施行された「フリーランス・事業者間取引適正化

等法」の周知・広報及び履行確保に取り組む。また、令和６

年５月に策定した「個人事業者等の健康管理に関するガイド

ライン」に基づき、個人事業者等自身による健康管理や、注

文者等による期日設定等に関する配慮等の取組を促進する

とともに、令和６年11月から労災保険の特別加入制度の対象

を拡大し、特定フリーランス事業も加入できることとした。

④ 相談体制の整備等

　労働条件や長時間労働・過重労働に関する相談につい

て、都道府県労働局、労働基準監督署等のほか、電話相談

窓口「労働条件相談ほっとライン」で平日夜間・土日祝日も労

働者等からの相談を受け付ける。また、メンタルヘルス不調、

過重労働による健康障害等について、働く人のメンタルヘル

ス・ポータルサイト「こころの耳」において電話・メール・ＳＮＳ

相談窓口で相談を受け付ける。

　健康管理に関しては、全国の産業保健総合支援センター

において、産業保健スタッフ、事業者等からの相談に対応する

とともに、地域産業保健センターにおいて、産業保健スタッフ

等がいない小規模事業場への訪問等により、労働者からの

メンタルヘルス等に関する相談に対応する。

　また、都道府県労働局において、職場におけるハラスメ

ントや、カスタマーハラスメントについて、労働者等からの

相談への迅速な対応を行う。

　加えて、フリーランスの方々が発注者等との間のハラス

メントや契約等のトラブル等について相談できる相談窓口

を設置し、相談対応や紛争解決の援助を行う。

⑤ 民間団体の活動に対する支援

　11月の過労死等防止啓発月間を中心に開催する過労死

等防止対策推進シンポジウムのプログラムは、家族を過労

死で亡くされた遺族の方の体験談を聴く機会を設ける等、

過労死等を防止することの重要性について、参加者の自覚

を促すものとする。

　民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等

を開催する場合、その内容に応じて、事前周知、後援等に

ついて支援する。

⑥ 数値目標

　大綱では、過労死をゼロにすることを目指し、労働時

間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇及びメンタル

ヘルス対策について数値目標を設定している（表１）。

　大綱に基づく対策の取組状況については、毎年度、過労

死等防止対策白書として取りまとめ、公表している。

　今後とも、大綱の副題となっている「過労死をゼロにし、健

康で充実して働き続けることのできる社会」を実現することを

目指して、新たな大綱に基づき、取組を着実に進めていく。

 4 おわりに

変 更 後 の 目 標  最新の数値

８.４％（令和５年）

①19.2％
②6.0％（令和５年）

65.3％（令和５年）

63.4％（令和４年）

32.3％（令和４年）
82.2％（令和４年）
79.8％（令和４年）

1.過労働時間40時間以上の雇用者のうち、過労働時間60時間以上の雇用者の割合を５％以下（令和10年まで）
　特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについて重点的に取組を推進する。
2.勤務間インターバル制度（令和10年まで）
　①労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を５％未満
　②労働者数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15％以上
　特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
3.年次有給休暇の取得率を70％以上（令和10年まで）

4.メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80％以上（令和９年まで）

5.労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50％以上（令和９年まで）

6.自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50％未満（令和９年まで）
　なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある
　労働者割合」についても継続的に注視する。

表１. 数値目標
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たかはし まさや ● 1990年東京学芸大学卒業。同年労働省産業医学総合研究所入所。2000年医学博士号取得後、ハーバード大学留学。2014年労働安全衛生総合
研究所・過労死等調査研究センター長代理を経て、2019年より現職。2021年同・社会労働衛生研究グループ部長併任。

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター長　高橋 正也

● 特集　過労死等防止を考える

　職場には高所、重量物、化学物質などさまざまな危険

源がある。なかでも、働く時間の長さは昔から今まで、働く

人であれば誰にでも関わる労働条件である。労働時間が

過剰に長い場合、脳や心臓の病気になったり、精神を患

ったりする。これら過労死等は長年にわたってわが国の社

会的問題になっている１,２）。

　過労死等の近年における労災補償状況を図１にまとめ

た。過労死等の請求件数や認定件数は社会情勢の変化

や労災認定基準の改正等によって変わるものの、脳・心

臓疾患の請求については800件前後で推移している。その

うち認定件数は平成24年度から令和３年度まで減少して

いたが、それ以降は増加に転じている。

　精神障害は請求件数が急増しており、令和５年度は平

成22年度の約３倍になった。これにともなって認定件数も

増えている。一方、労災認定された自殺（未遂を含む）は

約80件で、あまり変わっていない。

　働き過ぎ（働かされ過ぎ）によって健康を害したり、亡く

なったりする事案は一件でも減らさなければならない。そ

の方策はいくつもあるが、労働時間の管理が基本になる。

表１のとおり、脳・心臓疾患の労災認定基準に照らすと、

過剰に長い時間外労働を避けることが第一である（①）。

その上、労働時間以外の要因も見直す必要がある（②）。

実際には、労働時間による負荷と労働時間以外の要因に

よる負荷の双方を軽減していくことになる（③）。

　精神障害の労災認定基準では、３つの視点から労働時

間が取り扱われている（表２）。すなわち、①「特別な出来

事」として、発病直前の１カ月におおむね160時間以上の

時間外労働となる「極度の長時間労働」は必ず避けねば

ならない。また、仕事中の具体的出来事である、「仕事内

容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事」や「１カ月に

80時間以上の時間外労働」は起こさないようにするか、仮

に起きたとしても、その状況からできるだけ早く通常に戻

 2 過労死等はどのように防げるか

図１. 過労死等の労災補償状況（平成22年度～令和5年度）

 1 過労死等はどのように起こるのか

出典：厚生労働省. 過労死等の労災補償状況

産業保健 21　52025.7　第121号



すように尽力したい。なお、これら以外の出来事であって

も、長時間労働がともないやすいことに留意する（③）。

　かつては出勤確認として出勤簿に捺印するだけの職場

は多かった。しかも、面倒等という理由で１週間分まとめ

て捺印するという、きわめて杜撰な取組みもあった。その

ようなことは今は許されず、「使用者は労働者の労働日ご

との始業・終業時刻を確認し、タイムカードやICカード等

による客観的な方法により適正に記録すること」が強く要

請されている５）。

　こうした対応がなぜ大事かを示す調査結果がある。

3,500以上の事業場について労働時間の把握方法と時間

外労働との関連を調べたところ、月当たり80-100時間の

時間外労働を行う労働者がいない事業場では、「所属長

や上長等が目視で確認」、「タイムカードやICカードの記

録」、「PCのログイン・ログアウトの記録」に基づいて労

働時間を把握している割合が80.7％であったのに対して、

月当たり80-100時間の時間外労働を行う労働者がいる

事業場では、そのような把握をしている割合が73.1％であ

り、統計的に有意に少なかった（図２）。他の２つの水準

の時間外労働には把握方法の差が認められなかった理

由は不明であるが、客観的な把握方法はいわゆる過労死

等ラインの下限80時間を超えないよう、歯止めの一助にな

るのかもしれない。

　上述のように、働く時間を客観的に測定することは事

業場として労働に費やす時間を適切に管理する第一歩

になるとともに、労働者にとっても自らの生活を見直すの

に役立つ。別の面から見ると、働く時間を明らかにできる

と、働いていない時間も詳らかにできる。この勤務間イン

ターバル、つまり終業時刻から次の始業時刻との間に一

定の休息時間を設けることの効果はかなり明らかになっ

ている７,８）

　にもかかわらず、この勤務間インターバル制度を導入す

る企業の増え方は残念ながら、遅 と々している。その理由

を調べた厚生労働省のデータからは、企業規模による違

表１.   脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間と
　　 それ以外の負荷要因の取扱

表2.   精神障害の労災認定基準における
       労働時間の取扱

 4 労働時間の情報を
どのように活用できるか

出典：厚生労働省. 脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要３） 出典：厚生労働省. 精神障害の労災認定４）

 3 労働時間はどのように
把握すべきか

①労働時間による過重負荷
　発症前1カ月間におおむね100時間又は発症前2

カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりお
おむね80時間を超える時間外労働が認められ
る場合は、業務と発症との関連性が強いと評価
できる

②労働時間以外の要因による過重負荷
・勤務時間の不規則性・・・勤務間インターバルが

短い（<11時間）勤務など
・事業場外における移動を伴う業務・・・出張の多

い業務（≥時差4時間）など
・心理的負荷を伴う業務・・・日常的に心理的負荷

を伴う業務など
・身体的負荷を伴う業務（作業環境）・・・温度環

境など

③労働時間と労働時間以外の要因による負荷の総
合評価

①特別な出来事
「極度の長時間労働」：心理的負荷が強になる例
・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働

②具体的出来事
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」：心理的負荷

が強になる例（下記）
・仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増え（1月当たりおおむね100

時間以上）、業務に多大な労力を費やした（休憩・休日の確保が困難など）
「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」：心理的負荷が強になる例（下記）
・発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外

労働
・発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外

労働

③恒常的長時間労働が認められる場合の他の出来事の総合評価
・出来事が発生した前や後に恒常的長時間労働（1か月おおむね100時間の時

間外労働）がある場合、心理的負荷の強度を修正

月当たり時間外労働
45-80時間 80-100時間 100時間超
いない　いる いない　いる いない　いる各水準の

時間外労働者
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図２. 労働時間の客観的把握と時間外労働の有無

出典：高田ら. 労働安全衛生研究. 2025６）
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● 特集　過労死等防止を考える

作業ではない。なにより、後者のような働き手は一般の労

働者のように、「〇〇の場所で、△△の業務で、□時から

□時まで、◇曜日と◇曜日を休日として働く」と明確に決

められないことが多々ある。こうした働き方において労働

時間を正確に計るのは相当に難しく、新たな知恵と方策

が必要になる。

　労働時間を管理することは過重労働や過労死等を防ぐ

という目的ばかりではない。私たちの心と体のエネルギー

は有限であり、持続的に（明日も、明後日も、来月も、来年

も、10年後も）使っていきたい。労働時間を適切に管理す

るのはその入り口にほかならない。

謝辞
本稿を執筆するにあたり、労働安全衛生総合研究所 社会労働衛
生研究グループの高田琢弘研究員より、有益な助言と示唆をいた
だいたことを記して感謝する。

いが大きいことがわかっている（図３）。労働時間との関

連では、企業規模が小さいほど、「超過勤務の機会が少

なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」という

理由で導入を見送ると回答する割合が明確に多かった。

ところが、同じ調査によれば、勤務間インターバルを11時

間以上とれていない労働者の割合は企業規模に関係な

く、ほぼ同じ程度であった（およそ10%）。企業規模が小さ

いほど本制度を知らないという回答も多いため、中小規模

の企業に対する周知・啓発が一層必要といえる。

　安全衛生の主な対象は労働者であった。しかし、現在で

は多様な働き方があり、個人事業主、フリーランス、芸能

関係作業従事者なども含めて、健康に安全に働けるよう、

諸条件を整えなければならない。とはいえ、これは容易な

 5 どのような課題が残されているか

■ 常時顧客対応、■ 業務支障、■ 時間管理煩雑、■ 超過勤務少ない、■ 制度知らず、▲ 勤務間インターバル11時間未満者＊
＊ 勤務間インターバル11時間以上である労働者が全くいない＋ほとんどいない
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（％）

企業規模 1,000 人以上 300～999 人 100～299 人 30～99 人
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11.4％

図３. 企業規模別の勤務間インターバル制度を導入していない理由

厚生労働省. 令和6年就労条件総合調査９）
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過労死等防止の心理的アプローチ
特 集

3
はたなか　じゅんこ ● 千葉大学卒業後、助産師を経てNTT東日本に保健師として入職、同社首都圏健康管理センタ看護部長等を務め、2011年より四日市看
護医療大学産業看護学准教授、2018年同教授、2020年より現職。2012年より日本産業看護学会理事（教育研修委員長兼務）。

静岡県立大学 看護学部看護学科 公衆衛生看護学 教授　畑中 純子

　長時間労働による身体への影響をみると、業務

における過重負荷を原因とする脳血管疾患および

虚血性心疾患等に係る労災申請件数は横ばい状

況で推移しており、2023年度には1,000件を超え

たが、認定件数は減少傾向にある（図１）。また、

業務における強い心理的負荷による精神障害を

発症したとする労災請求件数は2023年度に3,000

件を超え、認定件数も過去最高の883件となって

いる（図２）。そのうちの長時間労働による精神へ

の影響をみると、認定件数の過重労働に該当する

１カ月平均の時間外労働時間別では100時間以上

～120時間未満が55件ともっとも多く、120時間

以上は86件あり、長時間労働との関連がうかがえ

る（図３）。出来事別労災認定件数でも「１カ月に

80時間以上の時間外労働を行った」が35件、「２

週間以上にわたって休日のない連続勤務を行っ

た」が33件１）と長時間勤務に起因する精神障害

の発症であると判定されている。

　労働時間と精神的健康との関連については一貫した知

見が得られていない２）が、睡眠時間の減少はメンタルヘル

ス不調の発症頻度を高めるとされ、睡眠休養感が低い人

ほど抑うつの度合いが強いことも示されている３）。長時間

労働になると社会的・文化的な生活時間が削られ、ストレ

ス解消ができなくなり、家族団らんの時間が確保されない

ことで心理的サポートが受けられにくくなる。さらには睡眠

時間が短縮されると疲労回復が図れない。また、睡眠不

足により睡眠中に分泌されるコルチゾールの量が少なくな

りすぎると日中の職場での高ストレスの影響をより受けや

すくなり４）、心理的負荷を過重に受ける可能性がある。

　過労死等を防止するには、労働者の心身への負荷を軽

減させるための時間外・休日労働時間の削減や年次有給

休暇を取得しやすい職場環境づくりなどのほか、上司・同

僚・家族・友人等からの社会的サポートによるストレスの

軽減を図ること、さらには労働者自身による健康管理が

大切となる。過労死等防止の心理的アプローチとしては労

 1 過労死等の労災補償の現状

 2 長時間労働による
メンタルヘルスへの影響

 3 長時間労働への
意識変容を促す
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図１. 脳・心臓疾患に係る労災認定件数の推移１）

図２. 精神障害に係る労災認定件数の推移１）

（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）労災支給決定（認定）件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、該当年度以前に請求があったものを含む。

（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
（注）労災支給決定（認定）件数は、当該年度内に「業務上」と認定した件数で、該当年度以前に請求があったものを含む。
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働者がセルフケアできるようになること、ライン

ケアを含めて職場が長時間労働を肯定しない

風土を醸成することなどの管理監督者の職場

環境づくりへの支援を行う。

　職場におけるストレス要因は仕事の質や量、人

間関係、長時間労働等日常的に存在しており、

日常のストレスははっきりと意識されないまま少

しずつ積み重なってゆくことが多い。職場におい

て労働者がストレスに気づくきっかけとなる機会

が、ストレスチェックや長時間労働者への面接等

である。そのような機会を通じて、労働者自身がストレスマ

ネジメントを行えるようアプローチする。労働者自身が高ス

トレスをもたらしている現状を把握し、状況を整理して「対

処しなければならない」と決意し、現状を変える方法を考

え、対処行動を起こせるような動機づけを行う。

　長時間労働の場合は、労働者が長時間労働をストレッ

サーとして捉えているのか、また、労働をどのように認知し

ているのかがストレスマネジメントに影響する。例えば、無

理してでも働くのが当たり前だと思っていたり、労働を最

重要と考えていたりすれば、仕事への過剰適応状態を招

き、ストレスに気づかず、気づいたとしてもストレス軽減の

ための行動をとらずに過重労働や自分の限界を超えて働

くことにつながる。長時間労働によるストレス状態を日々

のなかでやり過ごすのではなく、長時間労働となる原因を

自ら変化させ、効率的な時間管理につながる対処行動をと

るための動機づけアプローチが重要となる。

（１）セルフケア

　労働者には長時間労働が発生する前から職場に存在す

るストレッサー及びストレス反応に関する知識を提供して

おき、ストレスに気づくようにする。また、長時間労働は高

ストレス状態を生じさせやすいことで、自分にも起こりえる

こととして捉え対処行動をとるメリットを考えさせ、対処行

動につなげる動機づけを行う。

　また、日々の生活に取り入れやすい呼吸法や筋弛緩法

等のリラクゼーション技法は、心身の緊張状態を緩和さ

せ、睡眠の質の向上にも役立つので、長時間労働時にも

実践しやすい。

（２）ラインケア

　管理監督者は長時間労働がストレス要因であることを

理解し、労働者がストレス状態にあることに早期に気づ

き、長時間労働をもたらしている原因の改善に努め、長時

間労働が継続しないために対策する必要がある。また、長

時間労働によるストレス状態は個々により異なるため、そ

れぞれの反応に適した業務マネジメントやサポートを行う

ことが重要となる。したがって、メンタルヘルス教育におい

ては労働者の心身の変調を把握するポイントをはじめ長

時間労働を低減するための作業方法やサポート体制等の

改善方法の検討などを行い、管理監督者として労働者が

労働により心身の健康障害をきたさせない役割があるこ

とを認知できるようなアプローチを行う。

　過労死等防止のためには労働者及び事業者や管理監

督者のそれぞれが意識・行動変容を起こし、予防行動をと

るための心理的アプローチが必要である。

２）過労死等予防のためのメンタルヘルス教育

● 特集　過労死等防止を考える

１）労働者自身による
　 ストレスマネジメント

 4 まとめ

 引用文献
１） 厚生労働省．令和6年版過労死等防止対策白書

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/24/index.html
２） 日野亜弥子、江口尚．長時間労働と精神的健康に関する疫学調査．産業精神保健，29（2），94-99.2021．
３） Kaneita Y, Ohida T, Uchiyama M, Takemura S, Kawahara K, Yokoyama E, Miyake T, Harano S, Suzuki K, Fujita T et al. The relationship 

between depression and sleep disturbances: A Japanese nationwide general population survey. J Clin Psychiatry 67: 196-203, 2006.
４） 大正製薬．ストレスが睡眠に与える影響

https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/462/
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図３. 精神障害の１カ月平均の時間外労働時間別労災認定件数１）

（資料出所）厚生労働省「令和５年度過労死等の労災補償状況」
（注）１．本表は、支給決定事案ごとに心理的負荷の評価期間における１カ月平均の時間外労働時間数を算出し、区分し
　　　　たものである。

２．その他の件数は、出来事による心理的負荷が極度であると認められる事案等、労働時間を調査するまでもなく
　　明らかに業務上と判断した事案の件数である。
３．自殺は、未遂を含む件数である。
４．（　）内は女性の件数で、内数である。
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過労死等防止のためのハラスメント対策

　背景には、いつもハラスメントがあった ―― 過労死・

過労自殺の問題に長らく取り組んで来た方々は、ハラス

メントこそが過労死等の真因であると指摘している１）。

　以前から、精神障害の労災の申請・認定の事案に

は、ハラスメントがうかがわれることが少なくなかった。

しかし、長時間労働が、さまざまな記録やデータ、とり

わけコンピューターのログを確保すれば、客観的・形

式的に認定できるようになったことに比べ、ハラスメン

トの事実を認定することは容易ではないため、労働時

間が労災認定基準における過重労働の目安（いわゆる

「過労死ライン」）に満たないケースでは、ハラスメント

被害の申告だけで労災を認めてもらうことはむずかし

かった。

　ところが、労災認定基準の出来事の類型にパワーハ

ラスメント（以下「パワハラ」という）が明記された2020

年以降、パワハラを原因とする精神障害について、労災

の申請が激増し、労災と認定される件数も増加傾向にあ

る。労働基準監督署の審査姿勢においても、明らかに潮

目が変わったと感じている。その背景には、改正労働施

策総合推進法（通称「パワハラ防止法」）により、2020

年６月から大企業にパワハラ防止措置が義務づけられた

こと（中小企業には2022年４月から義務づけ）がある。

ハラスメント対策こそが「働き方改革」の本命であった。

 「パワハラ」という言葉が人口に膾
かいしゃ

炙したことで、その

苦痛が何であるのかさえわからず、突きつけられる不条

理をただ我慢して耐えるしかなかった労働者が、助けを

求めることができるようになり、さらには一矢を報いる

ことができると思えるようになったことは、大きな前進

である。しかし、「パワハラ」に該当する言動の境界線

への関心ばかりが高まり、管理職が部下への必要な注

意指導をためらい、労働者が成長の糧にできる苦労ま

で他責的にとらえることを助長しているとしたら、誠に

残念なことである。

　リクルートワークス研究所が最近実施した「働き方の

これからに関する１万人調査」２）からは、健康に働くため

に最も重要であるのは“職場の人間関係”であると圧倒的

に多くの労働者が認識していることが示されている。

　それにもかかわらず、多くの組織が内部通報窓口で

ハラスメントの通報を受け付けている。調査の結果、

パワハラだと認定されるのは、そのうちのごくわずかで

あるため、通報者が「パワハラとは認められませんでし

た」という回答にがっかりし、組織への不信感を募らせ

ることにもなっている。きちんと調査を行った結果とし

て認定されるのは、懲戒処分をするほどにはっきりした

パワハラとは認められないが、決して好ましくはない言

動であり、通報者は傷つき、悩んでいる、いわば「感じ

るパワハラ」と呼ぶべき事案が少なくないことだ。この

ような事案であっても、精神疾患につながり、自殺に至

ることがあり得る。パワハラと認定されなければ改善す

る必要がないというものではない。グレーゾーンこそ大

切に活かさなければならない。

　また、ハラスメント行為者として調査を受ける労働者

へのケアの必要性も見過ごされている。行為者のなか

には自らを省みることなく何も変わろうとしない者がい

る一方で、嫌疑をかけられたことでひどくショックを受

け、心が折れてしまう者もいる。これまで組織のために

尽力してきたにもかかわらず、切り捨てられたように感

じ、不安にとらわれる。行為者とされた労働者において

も、その葛藤が受容され、自らの存在意義のとらえ直し

による成長が支援されなければならない３）。

　ハラスメントが内部通報窓口で扱われることによっ

こじま　けんいち ● 人事労務を基軸に、問題社員処遇から組織・風土改革、産業保健、障害者雇用まで、紛争予防・迅速解決を助言・支援。日本産業保健法
学会理事など、労働法務・人事労務と産業保健を架橋する諸活動を行う。精神・発達障害の就労、治療と仕事の両立などの執筆・講演多数。

鳥飼総合法律事務所 弁護士　小島 健一

 1 ハラスメント対策は
「働き方改革」の本命

 2 パワハラは人間関係の病

特 集

4
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● 特集　過労死等防止を考える

１） 長井偉訓（愛媛大学名誉教授）は、「過労死・過労自殺を誘引する重大な要因の１つが“会社権力による過大で、理不尽な業務命令”から派生するハラスメ
ント（人権侵害と人格の全否定）であり、単なる職場環境の変化ではなく、現代日本社会が抱える構造問題にある」と喝破している（「現代日本社会と過労
死問題を考える――職場のハラスメントと“過労自殺”を中心に――」労務理論学会誌2022 年 30.31 巻p. 97-113）。

     https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalm/30.31/0/30.31_97/_article/-char/ja/

２） この調査では、「あなたが心の面でも、身体の面でも健康で働くためには、何が重要であると思いますか」という問いに対し、「職場の人間関係が良好で
あること」とする回答が圧倒的に多い結果となった。特に女性での割合は45.8%となっており、全体38.6%、男性32.1％に比べ、高い数値となった（「働
く人の健康キーワードは『人間関係』」リクルートワークス研究所2025年1月）。

    https://www.works-i.com/research/project/work-style/ronten/detail005.html

３） 和田隆（メンタルプラス株式会社代表取締役）は、数多のパワハラ行為者を支援した経験を踏まえ、「非を認めても自分だけが悪者にされることに納得で
きない気持ちは変わらない人が多いため、支援者として、そのような気持ちとしっかり向き合うことが大切だと思っています。懲戒処分を受けた行為者
にはショックを受けた人もいますので、メンタルヘルスケアは重要です。また、処分を受けたことでキャリアが変わり、自己価値を失ったと感じる人もい
ます。」「元々パワハラする人は能力が高くて実績のある人が多く、職場に適応していた状態から不適応な状態になっていますので、そこから再適応する
というアプローチを取っていきます。」と述べている（「見過ごされてきた課題：ハラスメント行為者支援の現場から」日本産業保健法学会2025年1月）。

    https://jaohl.jp/koho-29/

て、無意識のうちに、ハラスメントか否かという白黒に

決着させる思考、さらに、被害者は救済され、行為者

は処分されるべきという解決イメージがすり込まれてし

まう。しかし、パワハラは、自分とは感性や価値観が異

なる相手に不信感や嫌悪感を抱き、人間関係に軋轢を

きたしている現象でもある。被害を訴える人と行為者と

して糾弾される人の双方について、それぞれに異なる主

観的な事実認識やゆれ動く感情を仲介者が受け止め、

相互理解のための「対話」を促進しなければ、本当の

解決も予防もおぼつかない。

　そのためには、ハラスメント相談の面からのための専

用窓口を設け、法務やコンプライアンスだけではなく、

人事労務や産業保健、産業心理の面からも関与して

解決にあたるべきである。中小企業であっても、専門

家の助言・支援を効果的に活用できるよう、日頃から

の情報収集とネットワークづくりが重要である。被害者

と行為者の双方について、発達特性やパーソナリティ

への理解も踏まえ、それぞれの能力・適性を見極め、

認知と行動の変化を促し、組織への適応と強みの発

揮のための支援を提供することが肝要である。まさ

に、ハラスメント対策は“総合格闘技”である。

　そもそも、感覚や価値観が合っている者同士が自発

的に集まってフラットに交流するコミュニティにおいて、

ハラスメントは生まれにくい。ところが、企業等の組織

は、その事業目的を達成するために必要な技能を持つ

労働者を集めてヒエラルキー化し、上から下へと指揮

命令をする権限を分配することによって運営されてい

る。この権限を行使すべき場面、行使する方法につい

ての“常識”は、個人の感性や価値観によって大きく異

なることを経営者は知らなければならない。器用な立ち

居振る舞いが苦手な人が、ハラスメントの行為者や被

害者になりやすい。まさしく、事業の課題が真っ先に顕

在化する「炭鉱のカナリア」である。

　ある人事系セミナーで、明らかなハラスメント行為者が

見当たらないケースを敢えて提示した。紆余曲折を繰り

返している顧客のシステム開発プロジェクトに従事する

ことになった主人公が、前任者から引き継ぎを受けられ

ず、やはり新任の顧客担当者から厳しく詰めよられるこ

とによって疲弊していく。上司たちは関わろうとせず、

業務面での支援は得られない。すでに「無理ゲー」と化

している仕事を押し付けられ、出口の見えないトンネル

を歩むほかないのである。本来、大幅な予算の増額やス

ケジュールの後ろ倒しといった条件・体制の見直し、場

合によっては開発自体を中止することについて、当事者

である企業同士が協議し、経営者が決断することが必

要な状況である。このような組織の機能不全こそ、ハラス

メントにほかならず、その責任は経営者にある。

　目下、新たなハラスメント類型として、「カスハラ」― 

顧客や取引先からのハラスメント― が注目され、企業

にその対策が求められるようになったことで、この本質

は、より鮮明になったといえよう。

 3 ハラスメント対策は経営課題
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　私は現在、筑波工場の勤労課・健康管理室に所属

し、スタッフは産業医３人、産業看護師２人、産業保健

師１人の人員で、後進の育成も視野に入れたチーム体制

で対応しています。

　日々の業務は多岐にわたります。毎月の安全衛生委

員会や安全パトロールへの参加、定期健康診断と特殊

健診の結果に基づく事後措置、職場巡視、労働衛生教

育、復職支援などがあります。工場の特性上、レイアウト

変更や新規設備の導入が頻繁で、現場に変化が多いた

め、職場巡視は法令の定める「２カ月に１回」では足り

ず、私は「月１回でも少ない」と考え、できる限り現場を

訪れるようにしています。

　これは私が産業医として「三現主義」を大切にしてい

るからでもあります。三現主義とは現場、現物、現実を

しっかり見ることが、実態に即した安全衛生活動の第

一歩だとする考え方です。机上の空論ではなく、実際に

“現場”で“現物”を観察し、“現実”を認識した上で問題

解決を図るという考え方です。

　これは前職・古河電工時代に私の恩師であった故 高

橋謙先生から学んだことで、「現場を見ていなければ、

真の問題はわからない」という姿勢は今でも私の活動の

根幹にあります。

　もう一つの信念は「焦らず、弛まず、怠らず」という言

葉に集約されます。産業医の仕事はすぐに成果が見える

ものではありません。だからこそ、根気強く、地道に、信

頼関係を築きながら取り組むことが重要です。従業員の

方々の生き方や価値観を尊重し、無理に変えるのではな

く、理解し合いながら「明るく楽しく」健康への道筋を

つくっていくことを大事にしています。

株式会社クボタ　産業医（筑波工場担当）

加部 勇

従業員の健康づくりに近道はない
三現主義で、焦らず、弛まず、怠らずに進んでいく

健康づくりは、息の長い取組み
「明るく楽しく」が長続きの秘訣

　今回お話を伺ったのは株式会社クボタ産業医の加部勇さん。株式会社クボタは1890年の創業以来、食料・
水・環境分野に携わる企業として発展してきた。同社では2021年に「クボタグループ健康宣言」を制定。従業
員が心身共に健康で生きがいやウェルビーイングを実感できるようにすること、また、働きがいのある職場環
境を実現し組織のパフォーマンスを最大化することを目的として健康維持・増進の取組みを行ってきた。
　その主要な生産拠点の一つである筑波工場は、主にトラクタや産業用エンジンを生産しているが、特に海外
需要の高い製品群を数多く生産していて、製品の海外売上比率は約80%と高水準に達している。従業員数約
2,400人の事業場であり、関連会社・請負会社・派遣社員を含めると約3,600人が勤務している。ここでも従業
員の健康維持・増進を重要な経営課題と捉え、さまざまな取組みが行われてきた。
　そこで今回は、同社の筑波工場で産業医として社員の健康づくりに携わっている加部勇さんに、産業医とし
てのモットーや役割、これからの産業医のあり方などについてお話を伺った。

かべ　いさむ ● 1990年産業医科大学卒業後、古河電気工業株式会社入社。「衛生管理センター」に配属、千葉事業所専属産業医と
して10年、本社の統括産業医として16年勤務。2018年株式会社クボタ筑波工場の産業医として勤務、現在に至る。著書に「まるわか
り職場巡視-工場編」（産業医学振興財団／編集・分筆）などがある。

21

12　産業保健 21 2025.7　第121号



　産業医としての長いキャリアのなかで、いくつか印象

に残る成果があります。一つは、有効性が高いとされる

「大腸がん検診の受診率向上」です。着任当初の2018

年には受診率がわずか23%で、クボタ全体のなかでも最

下位でした。しかし、2019年から啓発ポスターや大腸が

ん撲滅トイレットペーパーを活用したキャンペーン、2020

年以降は実際のり患者の体験談を収めた動画の活用な

どを通じて受診率を向上させ、2024年には95％を超える

までになりました。検診が義務ではない職域において、

ここまでの成果を出せたことは、現場での信頼関係と継

続的な働きかけの賜物だと思っています。

　また、筑波工場では以前から健康メニューを提供して

いましたが、利用者が少ないことが課題となっていまし

た。2020年、食堂の改築と受託会社変更を機に、スマー

トミール認定＊への取組みが決まり、クボタ全体での健

康経営推進に合わせて、健康メニューの普及に本格的

に取り組むこととなりました。これと並行して日本女子

大学との産学連携により、学生の感性と栄養学的知見

を活かしたメニュー開発、イベント実施、認知向上策を

展開。「つくメシ」と名づけた健康食を周知し、食堂の動

線改善やサイネージ、アンケート活用も行い、つくメシソン

グも制作・放映するなど、多面的なPRを展開しました。こ

うした施策の結果、2022年９月から2024年９月の２年間

で、第１食堂では「つくメシ」構成比が6.9％から9.3％へ、

第２食堂では4.9％から8.7％へと大きく伸長しました。

　もう一つ注力しているのが、化学物質管理者の社内育

成です。筑波工場のような大規模事業場では、１人の管理

者で全体をカバーすることは不可能です。そこで、ラインご

とに管理者を配置し、全体を束ねる中核的存在を社内で

養成する制度を構築することになりました。外部の労働基

準協会での講習参加から始まり、2023年11月からは私自

身が講師となり、工場内での講習を開始しました。週１回

の頻度で30～40人規模、計５回の集中講義を実施しまし

た。2025年にも追加講習を予定しており、今後も組織変動

や新規導入設備に応じて、随時対応していく方針です。

　今後、取り組んでいきたい活動は多岐にわたります

が、大きくは二つ、「現場主義の継続」と「若手産業医

の育成」です。

　まず、現場の変化に追いつき、実態に即した助言を続け

るには、机上での議論に終始せず、現場を見る姿勢を持

ち続けることが不可欠です。私はこれまで通り、法令基準

にとらわれず、必要に応じて頻繁に現場に足を運び、状況

のアップデートを怠らないようにしたいと考えています。

　次に、後進の育成については、自身の経験を若手に引

き継ぐことが最大の責任だと思っています。現在、若手の

先生方とチームを組んでいますが、日々の職場巡視や事

例対応のなかで、三現主義の重要性や双方向の信頼関

係づくりの姿勢を実践的に伝えていくことを心がけていま

す。また、若手産業医が孤立せずに経験と知識を深めら

れるよう、「事例検討会」や「ケースカンファレンス」のよう

な仕組みづくりも重要です。若手時代、私自身がこうした

学びの場で多くの気づきを得て成長できた経験から、そう

したネットワークや学びの場の再構築にも貢献していきた

いと考えています。これからも、従業員一人ひとりの健康

と会社の持続的成長の両立を支える立場として、着実に、

そして柔軟に対応していきたいと決意しています。

産業医は従業員一人ひとりの健康と
会社の持続的成長の両立を支える立場

＊スマートミール®認定：一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアム
が主唱する「健康な食事・食環境」認証制度で、健康づくりに役立つ栄養
バランスのとれた食事のこと。
https://smartmeal.jp/ninshoseido.html

つくメシ普及のためのデジタルサイネージ

日本 女 子 大 学
生 に よ るア ン
ケート実施
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労働衛生対策の基本 44

　厚生労働省の令和５年度「過労死等の労災補償状況」

によれば、精神障害による労働災害支給決定件数は過去

最多を記録し（図１）、増加基調にあります。特に若年層や

メンタルヘルス研修と
その実践

中堅社員の層が目立ち、精神的な不調による長期休養や

離職につながることや人材の流出や職場のモチベーション

低下といった波及的な問題が生じることがあります。

　このような背景から、企業の安全配慮義務や人材確

保、人的資本の重視の一環として、メンタルヘルス対策が

　近年、職場における精神的な健康問題は、個人の健康課題にとどまらず、企業の生産性や法的
リスクにもつながる可能性のある課題とされてきました。精神疾患による労働災害請求/認定件数
の増加や、職場での不調者対応をめぐるトラブルが社会問題として取り上げられることもあります。
こうした背景のなかで、企業が果たすべきメンタルヘルス対策のあり方、とりわけ、早期発見や早
期対応だけでなく、不調の発生を減らす「一次予防」の重要性が改めて注目されています。一次予
防の柱の一つとして位置づけられるのが、メンタルヘルス研修への取組みです。研修の実効性を
いかに高めるか、また職場全体に健康に関する感度の高い文化をどのように浸透させるかという視
点が重要です。メンタルヘルス研修は、組織の持続可能性や人的資本の価値向上とも関係する重
要な投資であり、メンタルヘルス研修を単発の研修にとどめず、一次予防として組織文化に根づか
せることが求められています。

1.メンタルヘルス研修の意義と現状
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■ 請求件数　■ 決定件数　■ 支給決定件数

産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予防学研究室 非常勤助教　岩崎 明夫
いわさき　あきお ● 産業医科大学産業生態科学研究所作業関連疾患予防学研究室非常勤助教、ストレス関連疾患予防センター特命講師。専門は作業病態学、作業
関連疾患予防学。主に、過重労働対策、メンタルヘルス対策、海外勤務対策、ストレスチェック、特定健診、両立支援の分野で活躍。

図１. 精神行動の障害による労働災害の動向

出典：令和５年度「過労死等の労災補償状況」
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求められています。早期の気づきと予防的対応、及び職場

改善などの一次予防は、産業保健分野において重要とさ

れています。一次予防の中心的施策として、メンタルヘルス

研修は位置づけられており、研修を通して従業員のリテラシ

ー向上や管理職の対応力の強化を図ることになります。

　とはいえ、現時点で実際にメンタルヘルス研修が広く

普及しているとはいいがたい面もあります。厚生労働省の

令和５年「労働安全衛生調査（実態調査）」によると（図

２）、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合

は63.8％にとどまります。事業場の規模により大きく異な

り、50人以上の事業場では91.3%が何らかの対策に取り

組んでいますが、特に従業員数30人未満の事業

場では56.6％と大きく低下しています。取り組ん

でいる事業場ではその内容のうち、「労働者へ

の教育研修・情報提供」を実施している事業場

は全体の33.3％にすぎません（図３）。ストレス

チェックの実施率（65.0％）や相談体制の整備

（45.0％）と比較しても、教育・研修面での対応

が不十分であるといえるでしょう。

　とりわけ中小企業では、メンタルヘルスへの取

組み自体が制度化されていない場合もあり、教

育・研修を入口として組織的対策に発展させるこ

とが望まれます。企業の価値や社会的信頼の向

上という側面から、こうした教育・研修を「自発

的な健康経営の一環」として捉える視点も大切

です。また、大企業においても、教育研修は健康

管理部門が単独で実施するだけでなく、職場、

人事などと連携しながら進めることが効果的でしょう。

　「労働安全衛生調査」では、仕事や職業生活のストレス

を相談できる人がいる労働者は94.9%となっています。こ

のうち、職場関係の誰に相談できるかについては（図４）、

労働者は職場の上司や同僚に相談する割合がいずれも

60%台と高く、産業医等の事業場の専門職に相談できる

とする割合はそれほど高くありません。この点が、事業場

において、職場の上司や同僚などの各対象者に対してメン

タルヘルス研修を実施する一つの理由です。また、相談窓

図２. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合
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■ 労働者への教育研修・情報提供　　

■ 管理監督者への教育研修・情報提供　　

■ 事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供

2.対象者別のアプローチと目的

出典：令和５年「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況

図３. メンタルヘルスの教育研修・情報提供の状況

出典：令和５年「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況
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口が明示されている場合や相談にアクセスしやすい場合

などのように事業場の体制が整備されている方が事業場

の専門職への相談はしやすくなります。

　ではメンタルヘルス研修の種類をみていきます。メンタル

ヘルス研修は、従業員全体に一律の内容を提供するだけ

ではなく、対象者ごとの目的と課題に応じた構成が重要で

す。また近年ではセルフケア研修、ラインケア研修だけでは

なく、人事部門等が主導するハラスメント研修も重視され

てきています（表１）。

（１）セルフケア研修：一般従業員向け：セルフケア　　

　　と相談行動の促進

　自らのストレスを認識し適切に対処する力を高めるもの

にします。相談先へのアクセス方法を具体的に伝えること

が有効です。加えて、精神疾患への偏見や誤解を軽減す

る啓発も重要な要素となります。例えば、研修で「悩んだと

きに誰に相談できるか」を考えるワークを導入したところ、

研修後に事業場の関係者や産業保健職へ相談する件数

が増加した事例があります。さらに、セルフチェックツール

等は厚生労働省の「こころの耳」でも紹介されており、これ

らを用いた体験型ワークも受講者の内省を促進する有効

な方法です。

（２）ラインケア研修：管理職向け：ラインケアの

　　実践力向上

　職場の管理職は労働者の相談を受けることが多いこと

もあり、ラインケアの一環として研修内容が構築されます。

部下の変化に気づき、適切な初期対応を行うための知識

とスキル（傾聴、共感、対応フローの理解）、及び心理的

安全性をもたらす職場環境への配慮を中心とした内容が

求められます。ある製造業の事業場では、ラインケア研修

を受けた管理職が、部下への声かけを積極的に行うように

なり、結果として休職に至る前の段階での支援が可能にな

った事例があります。ロールプレイ形式の演習を取り入れる

ことで、座学だけでは得られない“実感”を持って学ぶこと

が可能になります。

（３）産業保健職・人事担当者向け：体制整備と制度

　　運用の理解

　メンタル不調者への対応フローや復職支援体制の構

築、多職種連携のあり方についての知識提供が中心とな

ります。また、人事等の関連部門では、ハラスメント対応や

労働基準監督署への対応など、リスクマネジメントの観点

も補完的に扱うことが望まれます。産業保健職や人事担当

者向け研修は本人任せや他の業務に追われるなどの理由

からおろそかになりやすい部分です。特に産業保健職に

対する事業者の教育研修機会の提供の実施率は全体で

は13.9%、50人以上の事業場でも21.8％と低いことが示さ

れています（図３）。全国の産業保健総合支援センターで

も産業保健職や人事担当者向けの各種研修を実施してい

ますので参加も考慮できます。特に事業場内の専門職や人

事担当者は外部研修の受講には事業場の後押しが重要で

もあるため、必要に応じて配慮することがよいでしょう。

　研修の導入にあたっては、予算・時間・人材といった制

約のなかで、実施形態を柔軟に選ぶ必要があります。産業

医や看護職等の産業保健職にも相談しましょう。外部講

師の活用としては、中央労働災害防止協会、こころの耳、

EAP団体などによる無料または低額の講師派遣サービス

を活用することで、質の高い教育が可能となります。

　実施形態の工夫としては、対面形式に加え、オンライ

ン研修やeラーニングを組み合わせることで、参

加率と継続性を高めることができます。また、

職場ミーティング等を活用した短時間研修や、

10分程度のマイクロラーニングも、現場の実情

に応じた有効な手段です。最近はスマートフォン

    　 　　　　実施主体・内容等
健康管理／人事、気付き、相談、睡眠、
コミュニケーション、リラクゼーション
健康管理／人事、動向、役割、気づき、
傾聴、早期支援、復職支援、環境改善

人事関係主体、動向、定義と対応、相談

　　目     的

セルフケア研修

ラインケア研修

ハラスメント研修

対     象

労　働　者

管　理　者

管理者／労働者

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

上司

同僚

人事労務担当者

産業医

産業医以外の医師

61.3%

64.9%

9.9%

7.3%

2.2%

3.教育内容、実施形態

出典：令和５年「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況

図４. 仕事や職業生活に関するストレスを相談できる人の割合

表１. 対象者別の目的や内容の例
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　厚生労働省は職場のメンタルヘルス対策を推進す

るために「こころの耳」というwebサイトを開設して

おり、必要な情報を幅広く提供しています。「働く方

へ（労働者向け）」、「ご家族の方へ」、「事業者の方

へ」、「部下をもつ方へ（管理職向け）」、「支援する方

へ（産業保健職等向け）」という５

つのメニューが入口となりますの

で、多数の情報から適切に必要な

情報にたどりつきやすい構造にな

っています。メンタルヘルス研修に

ついては、「事業者の方へ」という

入口をクリックすると「職場のメン

タルヘルス研修ツール」の紹介が

あります（表）。特に、メンタルヘ

ルス研修の実施率が低い30人未

満の事業場でもこれらのツールは

十分活用できるものです。またメ

ンタルヘルスではハラスメント対

策も重要です。厚生労働省の「明るい職場応援団」の

webサイトには、ハラスメント研修関係の資料が提供

されていますので、参考にしましょう。各都道府県の産

業保健総合支援センターでは職場のメンタルヘルス研

修を支援し、相談対応しています。

「こころの耳」をメンタルヘルス研修に活用しましょうコラム 

厚生労働省
・こころの耳：職場のメンタルヘルス研修ツール　https://kokoro.mhlw.go.jp/training/
・明るい職場応援団：ハラスメント資料　https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

  研修対象

セルフケア

ラインケア

        　　　　　　　　　内　　　容

e ラーニングで学ぶ「15 分でわかるセルフケア」
e ラーニングで学ぶ「15 分でわかる働く人の睡眠と健康」
こころの耳 5 分研修シリーズ －セルフケア－
・新入社員に見られやすいメンタルヘルス不調の症状やその要因
・生活習慣と睡眠からはじめるセルフケア
・呼吸法（リラクセーション）
・テレワーク下におけるセルフケア
動画で学ぶ「メンタルヘルス教室」
・ストレスと上手につきあおうリラクセーションのすすめ
・早く気づけるストレスケア
・メンタルヘルスケアの必要性とその役割
e ラーニングで学ぶ「15 分でわかるラインによるケア」
こころの耳 5 分研修シリーズ －ラインによるケア－
・日頃からの部下への声かけ
・テレワーク下におけるラインによるケア
部下の話を聴けていますか - 傾聴のすすめ -

形態

PDF
PDF
動画

動画
PDF

PDF
動画

動画

表. 厚生労働省「こころの耳」の研修資料一覧

を活用したクイズ形式の振り返りや、チャットボットによ

る簡易相談ツールなど、テクノロジーとの融合も進めら

れています（表２）。

　教育・研修の成果を測るには、実施直後の満足度だけ

でなく、中長期的な行動変容や職場風土の変化にも注目

することがよいでしょう。例えば、相談件数の増加や、復職

支援の円滑化などの間接的な効果指標がアウトカム指標

となります（表３）。ただし、短期的な指標は効果などの関

連性がわかりやすい一方で、長期的な指標になるほど効

果は見えにくくなる点については留意しましょう。

　また、フォローアップ研修や実務に即したケース検討会

などの開催も効

果的です。特に

管理職層におい

ては、初回研修後のフォローアップを半年から１年くらいで

実施することで、学んだ知識の定着と行動への反映が期待

されるでしょう。さらに、教育成果の定量化に取り組む場

合には、KPI（＝Key Performance Indicator:重要業績評

価指標）の設定と分析を行い、教育の投資対効果を可視

化することも一案です。

　メンタルヘルス教育を「制度」として実施するだけでな

く、組織の文化として根づかせていくためには、経営層の

理解と支援、現場（職場や人事総務）と専門職との双方向

的なコミュニケーション、そして産業医・産業保健職による

継続的な関与が不可欠です。教育は単なるイベントではな

く、企業全体の「健康文化」を育む長期的プロセスとして

位置づけることが望ましいでしょう。

4.評価とフォロー

     実施形態
対面型
オンライン型
e ラーニング型

               方     法
会議室や会場で集合実施
PC（リアルタイム / オンデマンド）
PC（オンデマンド）/ 紙面

     　特  徴
事業場内主体
分散型事業場も可
分散型事業場も可

指 標
短期効果
中期効果
長期効果

　　　　具 体 例
研修満足度、知識テスト
相談件数、管理職の対応率
休職率の低下、職場風土の改善

表２. 研修の実施形態 表３. メンタルヘルス研修の効果評価の例
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１）当事者

（１）訴えた側（１審原告、２審控訴人）

　訴えたのは、主に、官公庁等を取引先としてシステムや通

信機器の販売を行っている日本電気（株）（以下「本件会社」

という）に勤務していたKの相続人のXである。

（２）訴えられた側（１審被告、２審被控訴人）

　訴えられたのは、国である。

２） Xの請求の根拠

　Xは、Kの本件疾病発症・死亡は、業務に起因するとして、

岡山労働基準監督署長（以下「処分行政庁」という）がした本

件各処分の取消しを求めた。

３） 事実関係の概要（本判決が認定した事実関係）

① Kは、平成３年４月１日に本件会社に入社し、平成24年４

月１日から本件会社の中国支社が統括する岡山支店の支

店長として勤務していた。同支店は、岡山県内を営業エリ

アとして官公庁を中心にシステム販売を行っており、Kは

同支店の責任者として、日常的に職員の労働時間管理や

案件進行管理等をするとともに、関係者等との会食・接

待やゴルフ等にも参加していた。

② Kは、平成26年４月３日、中国支社で開催されていた会議

中に本件疾病を発症し、救急搬送され緊急開頭血腫除

去手術等の治療を受けたが、平成28年３月24日、本件疾

病により死亡した。

安西法律事務所　弁護士　木村 恵子 きむら けいこ ● 安西法律事務所 所属。専門は労働法関係。近著は『安全配慮義
務の実務と対応』（編著・労働調査会）など。

　本件は、右被殻出血（以下「本件疾病」という）を発症し、その後死亡したKの相続人であるXが、岡山労働基準監

督署長に対して労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付等を請求したところ、同労基署長がいずれも不支給

処分（以下「本件各処分」という）としたことから、その取消しを求めた事案である。

　１審判決が業務起因性を否定して請求を棄却したのに対して、本判決はKの平均労働時間等について１審とは異

なる事実認定をした上で、連続勤務や勤務間インターバルの不足等の影響を指摘して業務起因性を肯定した。実務

上の参考になる事案である。

右被殻出血による死亡に業務起因性が認められた事案

国・岡山労基署長（日本電気）事件

産業保健スタッフ必携！　おさえておきたい基本判例 59

1.  事案の概要

第１審　福岡地裁　令和４年９月９日判決　（労働判例1321号33頁）
第２審　福岡高裁　令和５年９月26日判決（労働判例1321号19頁）本判決（確定）

2. １審判決の要旨

③ 本件疾病発症前６カ月におけるKの時間外労働時間数

は、発症１カ月前97時間58分、２カ月前50時間13分、３カ

月前67時間37分、４カ月前82時間11分、５カ月前94時間

06分、６カ月前97時間20分であった１）。

④ Kは、発症前６カ月間に10日を超える連続勤務が５回あっ

た。また、発症前１カ月の間に勤務間インターバルが11時

間未満の日が７回あった。

⑤ Kは、処分行政庁に対し、本件疾病は業務により発症し

たとして休業補償給付を請求２）し、ＸはKの死亡後に、未

支給の休業補償給付を請求したところ、処分行政庁は、

各請求につき、いずれも不支給決定とした（以下「先行処

分」という）。Ｘは再審査請求を行ったが棄却され、先行

処分の取消しを求めて訴えを提起したが、福岡地裁は請

求を棄却し、福岡高裁も控訴棄却し、最高裁も令和３年

７月16日上告不受理を決定した。 

⑥ Ｘは、Kの死亡を受けて、平成30年11月12日、処分行政庁

に遺族補償年金及び同前払一時金を請求したところ、処

分行政庁は、先行訴訟に係る請求の後続請求であること

を理由に不支給決定をした。

　１審は、Kは、かなりの時間外労働を行なっていたものの、

これらの一部はゴルフ、会食にあてた時間であり労働強度が

通常より低いこと、おおむね１週間に１日は休暇を取得できて

いたこと、連続勤務のなかには休日の出勤が短い日等もあっ
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１）１審判決は、発症１カ月前90時間16分、２カ月前50時間13分、３カ月前63時間07分、４カ月前82時間11分、５カ月前91時間07分、６カ月前81時間
23分と認定していた。

２）平成26年７月11日から同年9月30日までのもの
３）「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（基発0914第１号　令和３年９月14日）。なお、同認定

基準は、令和３年９月15日から改正施行されており、先行処分については、同認定基準が施行される前に上告審の決定がなされていた。
４）国・埼玉労基署長（鉄建建設）事件　大阪地裁平成21年４月20日判決等
５）行政通達（「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について」（基補発0330第１号））では、労災認定における「労働時間」と労働基準法上

の「労働時間」は同義とする解釈が示されているが、この解釈については理論的問題点があるとの指摘がなされている（水町勇一郎「脳・心臓疾患等の労
災認定基準と「労働時間」概念」季刊労働法280号121頁参照）。

ワンポイント解説

　脳血管疾患等については、労災認定のための行政内

部準則として認定基準が発出されており、１審判決も本

判決も、上記下線❶及び❷のように述べて、同基準を基

礎として判断しながら、結論が異なる点に本判決の特徴

がある。異なる結論となったのは、（１）時間外労働時間

数の認定において、１審が共有システム内のスケジュール

表等に基づいて認定基準の水準に満たない時間数を認

定したのに対して、本判決はKが使用していたiPad上の

予定の記載等も考慮し、おおむね認定基準に達する時

間数を認定したこと（上記下線❸）、（２）１審が連続勤

務や勤務間インターバルが短い日の就労実態に踏み込

んで負荷の程度を判断したのに対して、本判決は、連続

勤務等の存在をもって疲労を蓄積させたと評価したこと

（上記下線❹）等による。なお、本件各処分は認定基準

が改正される前の旧基準に基づいて判断されたもので

あるが、本判決では、現行の認定基準に基づいて判断

した。業務起因性の判断は、新たな知見を加味した裁

判時の医学的知見に基づいて判断されることを示唆す

るものである。

　本判決は、本件会社の行事あるいは上司である執行

役員も参加して行われたゴルフの時間や取引先との会食

時間についても「労働時間」と認定し、それに基づいて

時間外労働時間数の算定や連続勤務等の把握をしてい

る。労災認定の場面では、労働基準法上の「労働時間」

よりも広く「労働時間」が認定される傾向にあり４）、本判

決も、この流れに沿ったものといえよう５）。過重労働防止

の観点からは、これら行事等への参加も過度にならない

よう留意すべきであろう。

3. 本判決の要旨

１．本判決の特徴

２．労災認定基準における「労働時間」

たこと、勤務間インターバルが短い日があっても休日に近接す

るものもあったこと等から、過重な業務に従事したとは認めが

たい等として、業務起因性を否定し、Ｘの請求を棄却した。

　本判決は、以下のように述べてKの本件疾病発症・死亡に

業務起因性を認め、原判決を取り消し、請求を認容した。

（１）業務起因性の判断基準

　「労働者の疾病等を業務上のものと認めるためには、業務

と当該疾病等との間に条件関係があることを前提として、相

当因果関係が認められることが必要である。❶」認定基準３）

は、…裁判所による行政処分の違法性に関する判断を法的

に拘束するものではないものの‥その作成経緯や内容に照

らし、一定の合理性を有する…したがって、本件疾病発症と

業務との相当因果関係…を判断するにあたっても、まずは、

認定基準を基礎として業務起因性の有無を判断する。❷

（２）業務起因性の判断

　「本件疾病発症前６か月間におけるKの１カ月当たりの時

間外労働時間数は、…発症１か月前及び６か月前はほぼ100

時間に及んでいたほか、…６か月間の平均時間外労働時間数

は81時間に達し、…認定基準に照らしても、Kは、時間外労働

の点において、…加重な業務に従事していたといえる❸。」

　Kは、発症前６カ月の間に５回、10日を超える連続勤務を

行っていること、発症前１カ月の間に勤務間インターバルが

11時間未満の日が７回存在していることが認められ、「この

ような勤務状況は、Kの疲労の回復を阻害し、疲労を蓄積さ

せたものと考えられる❹。」

　以上から、本件疾病の発症は、業務に内在する危険が現

実化したことによるものと認めるのが相当であって、業務起

因性が認められる。
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保育の現場では残業や持ち帰りの仕事が当たり前とされ

ている業界の文化を変えたいと、さまざまな環境整備を

進めてきた。

　具体的には、昼間の保育時間帯に人員を手厚く配置する

ことで、記録作業は業務時間内に完了できるようにしたり、

勤務終了後のサービス残業を廃止するため、退勤時のIC

カード記録を活用し、「カードを押したら業務終了」という

意識改革も徹底したりしている。また、従来は終業後に行

われがちだった行事のための会議や準備、飾りなどの制作

活動を日中の業務時間内に計画的に実施する方針へ転換

した。こうした改革の中核にあるのがICTの活用である。

　「きっかけは2015年に小規模保育園の認可を取得し

人員が増加したことによる業務量の肥大化です。特に連

絡帳・ノート記入や帳票作成に多大な時間がかかっていた

ため、保育支援システムの導入に踏み切りました」と臼木

さんは振り返る。

　具体的にはタブレットを支給し、保育施設の運営に特化

したアプリキッズリー＊（後にクルミ―に移行）を採用。連

絡帳・ノート記入や帳票作成を手書きからタブレットでの入

力へと移行し、音声入力にも対応させることで保育士の記

　子どもたちの安心・安全を守るためには、地域との関わ

りが大切だと考える同社では、市と相談して公園に花壇

をつくり世話をしたり、ペットボトルキャップの回収や使い

捨てカイロによる水質浄化チップの作成など、収集活動を

地域とともに継続的に行ってきた。また、市に相談して公

園に花壇をつくると、公園入口の水栓から、バケツを持っ

て花壇へ水を運ぶ子どもたちの姿を見守り続けていた近

隣住民が、市へ働きかけ、花壇の近くに水道の設置が叶

うなど、地域社会に根付いた活動として定着している。そ

の一方で、コロナ前からは子どもたちの気になる行動によ

り、保育士の精神的及び心理的に不調をきたす姿が見え

た。そこで同社では臨床心理士と連携し、運営する保育

園を臨床心理士が巡回して保育士の心身の健康を支え

る体制を構築。心理的安全性を含めたトータルでのアプ

ローチから働き方改革を推進している。

　「中途採用の保育士と面談するときには、以前の園で

のつらい体験談を多く聞きます」という臼木さん。従来の

ICTの活用で時間外勤務と持ち帰り仕事を削減
意識と制度を改革して健全な育成を推進

　今号では、福岡県福岡市に本社のある株式会社キッズ・プランニング（SOUグループ）の取組みを紹介する。
2002年創業の同社は現在、福岡市・筑紫野市・北九州市で小規模認可保育園「キッズ・キッズ」を10ヵ所運営す
るほか、病院内保育所や事業所内保育所、保育園開業独立のためのプランニングや企画を行うなど保育を中心
とした子どもの健全な育成のための事業を展開している。「保育士の働きやすさが質の高い保育につながる」
と考える同社では、保育士の自己犠牲によって支えられていた保育のあり方を変革し、保育士自身が健全な生
活リズムと働き方を維持できるよう、臨床心理士との面談やICT導入による業務のスリム化などを通して意識
改革と制度改革に取り組んできた。こうした活動は福岡市の「働き方改革」推進企業認定（2024年）や企業健
康経営優良法人認定（2025年）など各方面から高い評価を得ている。
　そこで、同社の長時間労働対策と働き方改革への取組みについて、代表取締役の臼木淑子さん、キッズキッ
ズ保育園　博多の園長で新規事業部コーディネーターの濱﨑佐和さん、キッズキッズ保育園　長丘の園長で新
規事業部アシスタントマネージャーの吉村祥枝さんにお話を伺った。

株式会社キッズ・プランニング

1. ICカードを押したら業務は終了
　 連絡帳やお迎え変更もアプリで完結

長時間労働対策のヒント 28
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録業務を効率化した。さらに、保護者への連絡や子どもの

お迎え変更もアプリで完結できるようになり、電話に頼る

必要が減少した。こうしたICT活用によって、記録作業の

時間が大幅に削減され、子どもと触れ合う時間や保育士

間の対話の時間が創り出され、職員の心理的・時間的余

裕が増し、職場の一体感も高まっているという。

　しかし、導入当時は少なからず抵抗もあったという。例

えば、ベテラン保育士から「手書きの方が愛が伝わる」と

いった反発や、「お祝いカードの表紙を１時間かけて手作

り」することが大切な業務だと信じて疑わない職員もいた

りしたという。そこで臼木さんは「時間の確保が優先」と方

針を明確化、既成品の活用や業務の標準化を進めると同

時に、保育士のアイデンティティや想いを尊重しつつ、業務

効率とのバランスをとる意識改革を行ってきた。この結果、

保護者からは「通勤中にスマートフォンで報告を確認でき

る」、「体調変化が画像で共有できるので分かりやすい」

などの好評価が多数寄せられ、結果的にICT化は職員・保

護者双方にとって利便性向上につながっている。

　また、保育士不足という業界全体の問題に対しても、子

育て中の保育士の採用や資格を持たない支援スタッフの

活用、定年後のベテラン人材（現在の最高齢は75歳）の登

用により、朝夕の時間帯を補完しながら昼間の人員配置を

最適化する施策が進められている。

　こうして同社では、復職を迷う保育士が安心して現場に

戻ることができる体制が整えられていて、その象徴的なケー

スが濱﨑さんだ。

　濱﨑さんは結婚後、一度退職していたが、７年前に臼木

さんと天神の街中でばったりと再会、復職を勧められたと

いう。「出産後も園長として働くことができるロールモデル

になってほしいという思いがありました」と臼木さん。このと

き濱﨑さんは、「本当に大丈夫かな」と迷ったというが、そ

の迷ったポイントは「体力」ではなく「時間」だった。

　「やはり園長として園を任される以上、開所から閉所ま

で責任者として常駐しなければならないという先入観が

頭のなかにあったのですが、定時で切り上げてしっかり

帰るというメリハリのある働き方に惹かれ、先入観を捨て

会社概要

株式会社キッズ・プランニング
事業内容：保育施設の運営、保育園開業・病院や商業施設などの

経営支援、開業・経営に関するコンサルティング、育児・保育に
関するコンサルティング・アドバイス、子育て・保育スキル講座など

設　　立：2002年２月
従 業 員：166名（2025年５月１日現在）
所 在 地：福岡市中央区
会社URL： https://kidsplanning.com/

て挑戦しました」と濱崎さん。当時はお子さんを別の保育

施設に預けていたため、お迎え時間までに帰れるように

８時30分から17時30分という勤務時間に設定、ときには

臼木さんや他の職員にお迎えにいってもらうなどの助け

を得て、働き続けることができた。

　このように同社では「保育に情熱を持ちながらも現場

を離れざるを得なかった人材を再び迎え入れる体制づく

り」に力を入れる一方、「理念に賛同して新しく保育業界

に参入する法人のサポート」にも着手している。この役割

を担っているのが新規事業部だ。「委託先や他社が経営

する園の運営支援、他の園の課題に対してコンサルティ

ング的役割を果たし、私達の理念に賛同してくださる『仲

間』を増やすのが仕事です」と吉村さん。事業相談から

開設の際の物件リサーチや保育士の研修まで幅広い支

援を提供している。

　「自分たちが働きやすいことが、結果として子どもに

もよい影響を与える」という信念のもと、温かみと効率

化を両立させ不適切保育＊＊ゼロを実現している同社の

取組みは、今後の保育業界における一つの先進モデルと

なっていくに違いない。

2. 復職への壁は体力ではなく時間だった
　 先入観を払拭して園長として活躍

 ＊ キッズリー：保育にかかわる業務を支援するアプリケーション
＊＊不適切保育：保育士の行動や保育環境が子どもの心身の発達に悪影
響を与える状況のこと。主に暴言や体罰、必要なケアの欠如、過度な放任
や過保護などがあげられる。

表. 同社における働き方改革の主な取組み

1. 朝、夕の時間帯や行事前等に短時間労働者を配置。また毎月
の会議や研修は所定労働時間内に行い、長時間労働や残業時
間の短縮を図る。

2. ICT活用により、保育書類の記録や重複の整理を行う。また場
所と時間を気にせず、多様な会議・研修にリモートで参加し、
移動時間や業務時間の軽減、時間の有効活用を行う。

3. 育児休暇、介護休暇、看護休暇に加え、育児短時間勤務、介護
短時間勤務制度によりライフステージにあった働き方を選択
することができる。

4.  年間休日数　116日→121日（2025年現在）。
    リフレッシュ休暇（1年・5年・10年・・・）の制定。
　 年次有給休暇取得率100％を目指す！
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　宮崎県宮崎市に本社のあるスパークジャパン株式会社は、

1997年の設立。まだインターネットの常時接続が普及していな

かった当時から、ISDNや専用線を活用したネットワーク構築を

企業向けに提供し、システム構築やインフラ整備、セキュリティ対

策に至るまで総合的なITサービスで地域の情報化に貢献してき

た専門家集団である。ワンストップ対応が可能な業務範囲の広さ

と、企業のみならず各種団体や行政機関など多様なクライアント

に対応できること、データセンターの自社運用による信頼性の高

い顧客データの管理、といった技術と運用の両面で強みを磨き、

安定した発展を続けてきた。

　同社では「Create Happiness !　～幸せを創造する～」を経

営理念に定め、顧客はもちろん、社員とその家族の幸せを創造す

るためには健康が不可欠であり、それがひいては経営理念の実

現につながるという考えのもと、いち早く社員の健康増進活動に

力を入れてきた。特に2020年に健康宣言を制定してからは、社員

の健康づくり支援などにさらに積極的に取り組み、2025年まで

連続で健康経営優良法人にも認定されている。

　そこで今回は、同社の取組みについて代表取締役社長である

岡田憲明さんと、産業保健活動を主導している総務人事GRグ

ループ長の工藤茉里奈さんにお話を伺った。

　同社が健康経営に取り組むようになった直接のきっかけは、新

型コロナウイルスの感染拡大である。それ以前から数年に一度は

体調不良による退職が発生していたことから、岡田さんの健康増

進への関心は高く、企業として社員の健康に対する取組みを強

化する必要性を感じてさまざまな施策を行ってはいた。さらには

昭和的な「頑張ることが正義」といった風潮から、個々の働き方

や価値観を尊重する方向に経営姿勢を転換する必要があるとの

認識も高まっていたところに新型コロナウイルスのパンデミックが

あり、さらに健康経営に力を入れることが求められたのだ。

　「取引のある保険会社からの提案を契機に、それまで行って

いた取組みを整理・可視化する形で健康経営優良法人の認定を

申請することにしました。書類作成には総務人事スタッフが中心

となって対応し、保険会社のアドバイスを受けて比較的スムーズ

に認定に至りました」と岡田さん。もともと産業医の選任や健康

診断の受診率向上、ストレスチェックの活用など基本的な施策が

整っていたことが認定取得を後押しした。

　例えば、健康経営に本格的に取り組むよりも前に行っていた施
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中小企業の産業保健 第 44回 

社内イントラネット上で報告を行う日報システム

社内と社外に相談窓口を設置して
社員が気軽に相談できる環境を整備
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策として2019年から設置し

た「社内外での相談窓口」

がある。社内の相談窓口は

直属の上司には相談しづら

い社員の困りごとの受け皿

として機能していて、この役

割は総務人事部門が担い、

総務人事に所属する３人に

加え、社内対応可能な窓

口担当者は５人となってい

る。現在では大きな問題となるような相談はほとんどなく、

気軽な会話のなかで、ちょっとした困りごとがやり取りされ

る程度だというが、内容によっては管理部長が対応したり、

原則的には社長である岡田さんに内容が伝わらない仕組み

ではあるものの、会社としての対応が必要な場合は本人の

了承を得た上で岡田さんにまで報告が届くようにしたりと、

問題の深刻化を防ぐ体制を整備している。また、社外相談

窓口としては外部企業に電話と対面での対応を委託してい

て、匿名でハラスメントを含めた相談ができる体制となって

いる。導入後現在まで窓口の利用は報告されていないとい

うが、会社に知られずにいつでも相談できるということが

社員に安心感を与え、社員同士が日常的に声をかけあいや

すい環境を作り出している。

　これと前後して導入された１on１ミーティングは、業務の

進捗状況よりも中長期的なキャリア志向や個人の思考を共

有することを重視し、潜在的なストレスの早期発見や不安の

解消に貢献しているという。具体的には部署ごとに上司が

定期的に面談を行い、頻度は月１回から３カ月に１回までと

部署により異なるものの、業務の実態に即して無理のない

範囲で行うように推奨されている。「この制度は上司が部下

の様子にいち早く気づくための意識づけとしては十分に機

能している一方、上司の傾聴力や進行スキルにはばらつきが

あるため、上司の育成が今後の課題だと思います」と岡田

さんは評価している。

　また、自社で独自に開発したイントラネット上の日報システ

ムによって社員が日々の作業内容やプロジェクトの進行状

況、感じたことなどを記録している情報も産業保健活動に

活用している。この情報は部門内に限定して閲覧され、上

　

会社概要
スパークジャパン株式会社
事業内容：情報通信業、ITコンサルティング、その他
設　　立：1997年
従 業 員：82名（2025年４月現在）
所 在 地：宮崎県宮崎市
会社URL： https://www.sparkjapan.co.jp/

司が毎日内容を確認しフィードバックを行う。これは単なる

進捗報告にとどまらず、潜在的なストレスや不満を可視化す

る目的も持っている。プロジェクトごとに想定工数との乖離

を分析し、それがスキル不足なのかメンタルも含めた体調不

良によるものなのかなど、要因の把握やメンタルヘルス上の

ラインケアにも活用されている。

　「よく『ワークライフバランス』といいますが、私は『ライ

フ』が先に来るべきだと思います」と強調する岡田さん。そ

のために社員の要望には極力耳を傾け、変化するライフス

テージにできる限り対応できるように努めてきた。例えば、

継続的な治療が必要で通院を続けている社員の勤務時間

を１日８時間確保できるように調整したり、半日単位で有給

休暇を取得できる制度などを整備してきた。今後は時間単

位の有休取得制度の導入を含め、育児や介護など多様な生

活スタイルへの対応力をさらに高めていく予定だという。

　また、どうしてもデスクワーク中心であるため健康診断で

は運動不足を指摘されることが多く、運動習慣の定着が課

題となっている同社。「これはまだ私案なのですが、社員を

小グループに分けて歩数や運動量を競い合うイベントや、

運動をしたり講習を受けたりした場合にポイントを付与する

仕組みなども模索しています」と、工藤さんはさらなる対策

の強化を模索中だ。実は岡田さんも社員が気軽に取り組め

る運動としてバランスボールに乗って仕事ができないかと考

えていて、会議室にバランスボールを設置するなど、働きな

がらの運動を促す施策にも取り組みたいという。「ジムと法

人契約を結んでいて、社員が割安に通える環境も整備して

いますが、今後はさらに、家族も巻き込んだ健康施策が重

要になってくると思います。社内外での運動イベントやアプ

リによる記録管理などを通じて、心身両面への健康支援を

拡大していきたいですね」と、これからも社員の声に耳を傾

け、制度とその運用の両面から健康支援体制の強化を図っ

ていく決意だ。

１on1ミーティングや日報システムの活用で
不安を解消しラインケアを強化

ワークライフバランスは『ライフ』が先
施策を整備して変化するライフステージに対応

岡田社長（写真左）と工藤さん
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　1962年創業の株式会社エノモトは、金型加工をコア

技術として、電子部品や半導体用部品分野で独自の高度

な生産技術と超精密複合加工技術を開発。プレス・メッ

キ・樹脂成形の一貫生産体制を実現し、国内外に拠点を

展開してきた。同社では「人」こそが経営の中心であると

位置づけ、社会の変化に迅速に対応する多様な「ものづ

くり人財」の育成にも力を注ぎ、社員を大切にする社風

が根付いてきた。2018年には「エノモト健康経営宣言」

を策定し、取得しやすい年次有給休暇制度や治療と仕

事の両立支援制度、専門スタッフによる相談制度など、

仕事と生活の調和のとれた働き方を実現するための施

策が次 と々生み出されている。そこで今回は、これらの施

策の推進役で産業カウンセラーでもある総務部の矢島さ

んに、同社の取り組みについてお話を伺った。

　同社の健康経営関連施策の大きな特長でありベースと

なっているのは17年間続けてきた「自己申告調査」による

全社員の「思いや考え」がデータベース化されたものだ。毎

年１回、全社員を対象に実施されるこの調査は当初、社員

のモチベーションや人事考課に対する不満の声を吸い上

げるために導入されたという。「企業価値を高めるために

は、社員の意欲と能力を引き出すことが不可欠ですが、そ

の前提として社員の本音を把握する必要があると考えた

のです」と矢島さん。

　導入初期は、紙に手書きで回答を求める形式であり、

提出された内容を確認した上でデータベース化して集計・

分析してきた。その後、テクノロジーの進展にともない、現

在では社内イントラネットを通じてスマートフォンやパソコ

ンから入力するだけで簡単に申告できるシステムへと進化

している。集めたデータから社員満足度を偏差値化し、数

値的に管理することで、組織全体のエンゲージメント向上

にも活用している。設問項目も毎年実施されるごとに見直

していき、より精緻な分析が可能となった。

　この調査は、単なる「声を聞く場ではない」と矢島さんは

語る。寄せられた意見や提案は会社へのフィードバックを

通じて具体的な制度改正へと反映される仕組みとなってお

り、社員の声が確実に経営施策に生かされる。実際に、最

近導入された養育両立支援休暇など社員のニーズに応じ

た新制度の導入や改善施策が数多く実現しているという。

　また、制度運用において重視しているのは、社員との

信頼関係の構築である。単なる形式的な実施ではなく、

「本音を伝えても大丈夫」という安心感を醸成すること

を重視し、申告内容には必ず丁寧に寄り添う対応に努め

てきた。これにより、年々申告の質も向上し、社員との間

に厚い信頼が積み重ねられてきたのだ。

　この制度をゼロから構築することは容易ではなく、17

年間にわたる地道な信頼構築と、着実なデータ活用の積

み重ねが同社の大きな財産となっている。

　同社では、治療と仕事の両立支援においても独自性と

先進性を発揮している。特に不妊治療への支援には力を

入れていて、その他にもつわりや育児など出産前後期を

含む幅広い両立支援制度を整備している。

　「不妊治療は、国の調査＊でも検査や治療を受けた

ことがある夫婦は約4.4組に１組と多く、当社でも男女問

わず対象者がいます。これは個人情報を含めたセンシティ

治療と仕事の両立支援　第36回 どう取り組む
？

1. 本音を伝えても大丈夫という安心感こそ
　 社員との信頼構築の要

全社員に対する自己申告調査を長年実施
その声から生まれた各種の制度が
高い満足度と組織の成長を促す

株式会社エノモト

2. 両立支援制度をつくるだけでなく
　 治療への理解を深める教育が重要
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ブな話となりますので、本人の状況や気持ちに配慮しなが

ら、すこしでも休みやすくしよう、という思いで構築しまし

た」と。申請はスマートフォンから簡単に行うことができ、

時間単位や半日単位などで申請すれば、上司のみに情報

共有され速やかに承認される。他の社員には知られるこ

となく、安心して休暇取得が可能となっている。

　さらに同社では制度の利用を促進するために、全社員

向けに不妊治療の重要性や理解促進を図る教育資料を

もとに、理解度の確認も行っている。これにより、当事者

以外の社員の理解も進み、制度利用に対する偏見や誤

解が生じにくい環境が築かれた。社員は自身や家族の状

況に合わせてきめ細かく休み方を選択できるため、非常

に高い利用率と社員の満足度が得られている。

　「こうした取り組みへの社員の反応は良好で、休暇取

得に対する後ろめたさや周囲からの無理解といった問題

はほとんど見られません。むしろ『会社が応援してくれて

いる』という安心感が広がり、治療と仕事を両立しなが

ら妊娠・出産に至った社員も増えています」と。

　もうひとつ、社員の声や実際の運用上の課題を背景に

導入された制度として養育両立休暇制度がある。社歴が

浅い社員の場合、有給休暇の付与日数が少ないことに加

え、積立休暇も十分に蓄積できないケースが多かった。

そのため、子どもの急な発熱などによる突発的な休暇取

得が必要になった際、十分な有給休暇を確保できない

という問題が生じていた。そこで、社員の家庭と仕事の

両立をより手厚く支援する必要があるとの判断から、独

自の養育両立支援休暇が設けられたのだ。制度の開始

時期は2025年４月であり、年間10日間の有給の特別休

暇を付与する形で運用が開始された。国の制度としても

2025年10月から「３歳以上小学校就学前の子を育てる

親への休暇付与」が努力義務となるが、同社の養育両立

支援休暇はそれに先駆け、かつ、より手厚い内容で制度

化されているといえる。従来から存在する積立有給休暇

制度（最大40日、320時間まで積立可能）も併せて活用

できるため、非常に柔軟で充実した休暇取得が可能であ

る。特に男性の利用も活発で、育児休業の取得率は男性

100%を達成しているという。

　こうしてさまざまな制度を整えてきた同社だが、時代

の変化に柔軟に対応していく必要性を強く感じている

という。「いまの制度が適していても、５年後、10年後に

は通用しなくなる可能性があります。特に今後、若い世

代が入社してくることで、従来の価値観やニーズが大きく

変わることもあり得るのです」。そのため、既存の制度

に甘んじることなく、新たな視点や発想を取り入れてい

くことが求められるが、その変化や新しいニーズを見出

すことは難しいとも。「私たちはまったく気づいていな

い、なにか新しいものや発想があるかもしれません。そ

れは、最終的には社員のみなさんから学ぶものなので

はないでしょうか」。矢島さんは社員の声に熱心に耳を

傾ける姿勢を持ち続けることで、社員はより提案しやす

くなり、組織もこれを生かすことで成長できると確信し

ている。

会社概要

株式会社エノモト
事業内容：各種半導体用部品及び電子部品製造と各種精密金

型・自動機械装置等の開発、設計、製作
創　　業：1962年７月
従 業 員：645名（2025年４月１日現在）
所 在 地：山梨県上野原市
会社URL： https://www.enomoto.co.jp/

＊出典：こども家庭庁のサイト
 https://funin-fuiku.cfa.go.jp/dictionary/theme03/

3. 新たな視点や発想を取り入れていく
　  ことが求められる

矢島さんと相談員の皆さん:「相談員に求められるのは、社員の声
に真摯に耳を傾け、『相談してみたい』と思われる信頼を築く姿勢
であり、高いカウンセリングマインドです。相談対応を通じて自身
も成長していきたい」と矢島さん。
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あなたのまちのさんぽセンター紹介 第13 回 

　富山産業保健総合支援センター

（以下「当センター」）は1994年に

開設。昨年度30周年を迎えました。

2025年４月には新所長が着任され、

当センター内には、「これまで多くの

方々が積み上げてこられたものをしっ

かりと遺しつつ、新しいものを積み上

げていきたい」という意気込みが感じられます。

　今回は私が2003年度から担当している「産業看護セ

ミナー」を紹介します。本セミナーは産業看護職のスキル

アップを目指した１クール６回／年の研修会です。到達

目標は「自分が力を入れている仕事を他の人にもわかる

ように伝えることができる」。受講者は、自分が伝えたい

テーマを持って参加し、講義・演習での討論を通して専

門的な知識を深め、報告会で自分の考えを論理的でわ

かりやすいストーリーにまとめ、表現力を駆使してわかり

やすく伝える、という流れです。可能な限り年間を通した

受講と報告会での発表を受講条件としているので、受

講者にとっては「覚悟」がいる研修会となりますが、毎

年５～７人程度の受講があります。

　年度ごとの集大成は「報告会」です。2025年３月に令

和６年度の報告会を開催しました（写真１）。通算22回

目。継続は力なりと言いますが、22冊の報告会冊子は私

にとっても、受講者にとっても、当センターにとってもかけ

がえのない宝物です（写真２）。報告会は広く参加者を

募るので、受講者以外の産業看護職、上司や同僚、地域

保健師等、30名弱の参加がありました。「体質検査キット

を活用した適正飲酒対策の取り組み報告」（保健師：電

気・ガス・熱供給業）、「定期健診後の保健指導を充実す

るためのフローチャートの作成」（保健師：卸・小売業）、

「HbA1c高値者に対する受診勧奨のあり方の検討」（保

健師：労働衛生機関）等、５題の報告。それを受けて、参

加者はグループに分かれ、演題ごとにグループ討議と質

疑応答を繰り返し、報告内容を深掘りしていきました。

　報告会で特筆すべきことは、当センターの所長、副所

長、産業保健専門職、産業保健相談員（産業医、法令担

当、心理担当）の先生方が講評者として参加してくださる

ことです。講評者からは「すべての演題がすぐ明日からで

も参考になる実践的な内容であった」、「参加者の熱意と

報告内容のレベルの高さに感心した」等のコメントあり。

産業看護職は報告会後の感想に「先生方に評価しても

らって嬉しい」、「他社の看護職が頑張っている姿に刺

激を受けた」等と記載していました。

　また、本セミナーの大きな功績は、富山県の産業看護職

の組織化のきっかけになったという点です。2006年に当

時のセミナー受講者が自主組織グループとして「富山県

産業看護研究会」を立ち上げ、現在も活動を続けていま

す。当センターでは立ち上げをサポートし、現在も事務局と

して後方支援を行っています。産業看護職に対する自主

グループ組織化支援は全国的な課題ですが、当センター

の関わりはひとつの好例になると考えます。

　産業看護セミナーも富山県産業看護研究会も、産業看

護職者の情熱と努力、歴代の所長・副所長、諸先生方、事

務方の惜しみない援助が上手く噛み合って発展してきたよ

うに思います。今後も当センターが一丸となり産業看護職

のキャリア支援に取り組んでいけるよう、私も産業保健相

談員としての役割を果たしていきたいと思います。

富 山
富山産業保健総合支援センター  産業保健相談員  中林 美奈子

富山産保センターが一丸となって取り組む
産業看護職支援

報告会の様子 継続は力なり：22冊の報告会冊子
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　高知県の人口は約67万人、事業所数約38,400、従

業者数約322 ,500人で、中小事業所が県内事業所全

体の約98％を占め、そのうち高知市に半分の事業所

が集中しています。このような背景もあり、さんぽセン

ターや地産保の活動が重要であると認識しています。

事業所を訪問すると感じるのは、それぞれの事業所の

事情や、特色がさまざまであるということです。教科書

的・理論的なことよりも、何がいまできているのかと

いう評価と課題から何か役に立つ具体的な助言を求

められている感覚があります。それには、専門家として

「労働衛生」の法的な軸を持ちながら、いかに各事業

所のニーズや状況に合ったタイムリーな助言ができる

か？ ではないか、と考え奮闘しています。

　平成20年から産業保健相談員活動を始めましたが、

この奮闘を支えているのが、35年に渡る生の経験（失

敗も成功も）だと思っています。遡ること平成３年、事

業所の保健師活動を始めた当初は、医療機関での看

護師経験を活かした応急対応が主業務でしたが、「労

働衛生の３管理」を学び、地元の公衆衛生学教室の先

生方からの実践力を高めるご指導のおかげで、担当事

業所の経営方針に「従業員や組織の健康」の項目を掲

げてもらえ、よい風土づくりにつなげることができまし

た。いまで言う「両立支援体制」を平成10年頃から構

築し、職場復帰率100％・心身不調を理由とした退職

ゼロを達成しました。これは自分ひとりで達成したので

はなく、産業医・総務人事部・各部署との連携といった

「人や組織を巻き込む」ことを許してもらえたからだと

感じています。現在は、医療機関での産業保健活動に

シフトし、両立支援はもとより、医療安全・感染対策・

虐待防止・ハラスメント防止・医療従事者の働き方・風

通しのよい職場づくり、といった医療機関の課題にも

関係者と共有しながら活動しております。

　このような活動のなかから、①現場を知ること、②

関係者と情報を共有しベクトルを同じくできるよう協

議すること、③個々人や組織の状況によって柔軟に対

応すること、④産業医学的な視点だけではなく、心理

学、組織心理学、社会学、経営学などさまざまな角度

から検討できること・・・が、大事ではないかと考えて

います。この大事な要素を支える上で、相談内容を正

確に理解すること、理解できたことを要約して確かめ

ること、どう動いたら少しでも楽になるか一緒に考え

ること・・・といった受容＆共感的な姿勢が土台として

必要だと感じています。相談に来られた方が「なんだ

かすっきりしました！」、「整理できて、靄が晴れたみ

たいな感じです」、「帰ってできそうなことをやってみ

ます！」とすっきりとした表情で帰る姿を見て安堵した

り、大丈夫！ と心のなかでつぶやきながら見送ってい

たりしています。

　困難な事例相談が多いため、体制づくりや事例に

対応できる力をともに考えながら「高知治療と仕事

の両立支援宣言」もお勧めしたいと思います。また、

ひとしく産 業保

健 の 支 援 が 届

くよう新規相談

も増 やし「さん

ぽセンターに行

くといいみたい

よ～」と言って

いただけるよう

「働く人も組 織

も 元 気 な 高 知

県」を目指して、

これからも奮闘

していきます！

これまでの経験を活かして「働く人と、組織の
健康を目指して」奮闘しています！高 知

高知産業保健総合支援センター  
メンタルヘルス対策・両立支援促進員、産業保健相談員  槇本 宏子
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機構で取り組む研究紹介 33

　第７次エネルギー基本計画（2025年２月）によ

ると、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、

電源構成の７割を占める火力発電の脱炭素電源

への置き換えや火力発電の脱炭素化を推進してい

く必要があるとされる。それに関連して近年、木質

ペレット等を燃料として用いるバイオマス発電所に

おいて火災が頻発している。

　木質ペレットは間伐材などを原料に破砕し、直径

６～８mmの細長い円柱形に成形加工したものであ

る（図１（a））。バイオマス固体燃料のなかには熱

帯地方で生産されるパーム椰子の実から搾った油

かすのPKS（Palm Kernel Shells、図１（b））があ

り、わが国でも発電所など燃焼装置を有する設備

で用いられるようになった。

　一般に固体燃料ペレットなどの可燃物を大量に

貯蔵した場合には、貯蔵した内部で酸化や解重

合、水分などとの混触、湿潤下での微生物発酵な

どの発熱をともなう反応が継続し、蓄熱して発火

に至ることがある。実測による蓄熱発火の危険性

評価試験の一つとして、試料を断熱状態下に置

いたときの燃焼反応を測定する自然発火性試験

（SIT）があり、これによる測定結果を表１に示す。

測定結果によると、PKSの発火温度は木粉（ベイ

ツガ）やセルロース粉のそれらよりも低く、また活

性化エネルギーも小さく、反応しやすい。結論から

すると、PKS貯蔵における自然発火の防止のため

には、木粉に比べて温度管理を厳しく低い温度に

保って貯蔵する必要がある。

　現在、労働現場では化学物質の自律的な管理が

求められ、現場では爆発や火災の危険性評価を定

量的に行う必要がある。バイオマス固体燃料につ

いてみると、燃料としての燃焼性（発熱量、燃焼温

度、燃焼残渣など）は十分に調べられているが、貯

蔵時の自然発火に関する発火温度やコンベヤ移送

時の高温熱面との接触に関するくすぶり温度など

の危険性は十分に調べられていないようである。

化学安全研究グループではガス組成分析、各種熱

分析装置、爆発試験装置、火災実験装置などを備

え、バイオマス固体燃料だけでなく化学物質の爆

発・火災の危険性評価に資する基礎データの収集

を行っている。日々の研究活動が社会基盤を支え

る産業の災害防止につながれば幸いである。

● 八島 正明独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 
化学安全研究グループ 部長

バイオマス固体燃料の火災・爆発危険性

図１. 木質ペレットとPKSの外観

（a）木質ペレット
（北米産）

（b）PKS（パーム椰子殻）
　  （東南アジア産）

出典：八島正明：PKS（パーム椰子殻）堆積時の火災危険性に関する測定、
　　  第第57回安全工学研究発表会予稿集、pp.193-196(2024).

PKS 粉 <250µm

PKS 粒 1<2.8mm

木粉 ( ベイツガ ) <250µm

セルロース粉 <38μm

石炭 ( 瀝青炭 ) 粉 <250µm

石炭 ( 瀝青炭 ) 粒 1<2.8mm
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表１. SIT測定による発火温度
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産業保健 ● Book Review

　コロナパンデミックを経て

産業社会はさらに大きく変革

し、働き方改革が進展し、生

成AIの登場などによりその変化はさらに加速しています。

本シリーズは、土屋健三郎先生（産業医科大学初代学

長）の監修による「健康診断ストラテジー」（1998年初

版）を出発点とし、第２版は、大久保利晃先生（産業医科

大学第４代学長）を企画・監修者代表として産業保健ス

トラテジーシリーズ全５巻（「産業医」、「健康診断」、

「適正配置・両立支援」、「職場面接」、「職場巡視」）

が2013年より出版されました。そして、2025年１月７日に

東敏昭先生（産業医科大学第８代学長）によるシリーズ

総監修のもとで第３版シリーズ一冊目となる「産業医スト

ラテジー」第１巻が出版されました。

　本書は、A５判サイズでコンパクト・持ち運びに便利をコ

監修：上原正道　編集長：石川浩二　副編集長：永野千景、山本 誠　
シリーズ総監修：東 敏昭　産業医学推進研究会　発行：バイオコミュニケーションズ　定価：5,500円（税込10％）

産業保健ストラテジーシリーズ第３版
第１巻　産業医ストラテジー　

ンセプトとしています。その内容は４章（産業医体系の理

解、法制度の活用、産業医活動の戦略、産業医活動の実

践）からなり、最新の情報が丁寧に記載されており産業

保健活動に携わっていらっしゃる皆様方にぜひ読んでい

ただきたく存じます。産業医科大学は1978年４月に開学

し、３年後には開学50周年を迎えます。全国の産業現

場、行政機関、研究所・大学等において産業保健にかか

わる卒業生の活躍は素晴らしく、それを象徴するかのよう

に本書ではすべての章に産業医科大学卒業生が執筆者

として関わっていることを誇らしく思います。今後、第３版

シリーズ続巻の発行を待ち遠しく思います。なお、本書の

表紙は「産業医学の父」ベルナルディーノ・ラマツィーニ医

師の著書「働く人の病」（1700年発行）の表紙をもとにデ

ザインされているそうです。

　公益信託産業保健研究奨励基金の2025年度「大久
保利晃産業保健奨励賞」募集要項が公開されました。
　本公益信託は、近年のAIや情報通信技術の活用、
働き方改革などにより急速に多様化する産業構造、労
働環境に対応し、今後の企業活動発展に資するために
は、益々効果的な産業保健活動が不可欠になるとの認
識に基づき、産業保健分野において独創的な活躍をし
ている者、あるいは今後活躍が期待される者に褒賞金
を贈り、若手産業保健専門家の育成に資することを目
的として設定されました。
　奨励賞の対象内容は、日本国内における優れた産業

保健活動、または、産業保健分野に係る研究で、産業保
健に関連する学協会や安全衛生大会等で公表された論
文や発表等の客観評価可能な業績。募集期間は2025
年７月１日（火）より2025年11月30日（日）［必着］。その
他、授賞対象者や褒賞金額（年８件を上限に、１件あた
り50万円）、提出方法などは募集要項を御覧ください。
　なお、募集要項、申請書、設定趣意書、2024年度の受賞
者一覧については、三井住友信託銀行のホームページの
募集案内一覧（奨学金・研究助成金等）にある
公益信託産業保健研究奨励基金よりダウン
ロードできます。

三井住友信託銀行より 2025年度「大久保利晃産業保健奨励賞」募集のご案内

上
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（産業医科大学第10代学長）
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